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本要求水準書（骨子案）は、現行のつくばみらい市下水道処理施設における各種業務仕様書の記載をもとに作成した第1章～第4章までと、「下水道分野におけるウォーターPPPガイドライン第2.0版」（国土交通省　令和7年4月公表）の「要求水準書（例）」における記載をもとに作成した第5章によって構成されています。
今後、ウォーターPPP導入可能性の検討を行っていく中で、記載項目の追記や詳細化を図っていく予定です。

[bookmark: _Ref221029690][bookmark: _Ref221034674][bookmark: _Toc221281147]仕様
[bookmark: _Toc221281148]総則
本要求水準書は、つくばみらい市（以下「委託者」という。）における公共下水道施設、農業集落排水施設、及びコミニティ・プラント施設のうち、終末処理場及び中継ポンプ場の維持管理業務の適正を期するため、必要な事項を定めるものである。

[bookmark: _Toc221281149]目的
本業務は、業務委託契約書及び関係法令等を遵守した上で、国が推進する管理・更新一体マネジメント方式によるウォーターPPPの枠組みに沿って、委託者が実施する公共下水道施設、農業集落排水施設、及びコミニティ・プラント施設の運転維持管理に加え、下水道事業に係る各種計画策定、設計、施工管理等を包括的に委託することで、受託民間事業者（以下「受託者」という。）の創意工夫を促すとともに、経済原理に基づく経営手法を活かし、より効率的な事業運営等が実現できるよう、委託者と受託者との連携により、専門的な技術と知識を継承し、将来にわたり適正かつ効率的、経済的に下水道事業を継続することを目的とする。

[bookmark: _Toc221281150]業務委託名称
つくばみらい市下水道施設包括的維持管理業務（仮）

[bookmark: _Toc221281151]業務委託実施場所及び対象設備
業務委託実施場所及び対象設備は別表●に示すとおりとする。

[bookmark: _Ref221029695][bookmark: _Ref221029731][bookmark: _Ref221029740][bookmark: _Toc221281152]委託契約期間
令和●年●月●日から令和●年●月●日までの10年間
ただし、契約日の翌日から令和●年●月●日午前●時●分まで習熟期間とする。

[bookmark: _Toc221281153]委託業務の内容
委託業務の内容は次のとおりとする。
(1) 業務実施計画の立案
(2) 運転操作・監視業務並びに水質試験業務、事務業務
(3) 各機器設備作動状況と運転機能の点検調整業務
(4) 各計測機器作業状況と点検調整業務
(5) 各単体機器の日常点検と潤滑油脂類の交換
(6) 特殊な機器、部品、高度な専門技術または外部からの人的応援を必要としないで勤務時間内に作業、処置できる軽微な故障修理
(7) 対象機器の計画的及び突発的な修繕（処理場年額2,000万円、ポンプ場年額500万円、１件あたりの上限200万円）の調達と費用負担
(8) 運転業務に関わる薬品（消毒用次亜塩素酸ソーダ、脱水用凝集剤、消臭剤等）の調達並びに費用負担
(9) 汚泥等の運搬・処分
(10) 各施設の運転管理に必要な消耗品の調達及び費用負担
(11) 公的に資格を得た分析機関が実施する水質分析の調達と費用負担
(12) 自家発用重油の調達と費用負担
(13) 建物清掃委託料、緑地管理委託料及び活性炭交換委託料の費用負担
(14) 法定検査（クレーン検査、エレベーター検査、電気設備点検、消防法関係点検、重油タンク開放検査等）
(15) コンサルタント業務（上下水道耐震化計画、ストックマネジメント計画等の策定、改築実施設計業務等）
(16) 施設の改築更新業務（詳細設計業務（設計書の作成等）、施工監理（工事監督等）、更新工事実施）
(17) 施設見学時の対応補助

[bookmark: _Toc221281154]責任の範囲
責任の範囲は、次のとおりとする。
(1) 業務・負担の区分
委託者及び受託者の業務・負担区分は、別表●のとおりである。
(2) 放流水質
受託者は、関係法令及び条例の水質基準に適合するように運転及び管理を行うこと。ただし、流入水の水質の悪化、施設構造上の問題等「やむを得ない事態」に起因し、法令基準値を超過した場合はこの限りではないが、予知した場合は、すみやかに委託者に連絡する。
(3) 業務仕様
第２章から第５章に記す業務仕様を受託者が満足していないと判断した場合、委託者は受託者に対して、書類で改善を要求することとし、受託者は協議あるいは前項と同様、改善計画書を提出し、委託者の承諾を得ることとする。
(4) 故意、過失による損害
受託者が運転・維持管理業務において、故意または重大な過失により施設に損害を及ぼした場合は、その費用を受託者が負担するものとする。
(5) 不可抗力による損害
台風、地震等不可抗力により設備・機器・備品等が損害を受けた場合には、原則として委託者の負担により修理、交換を行うこととする。

[bookmark: _Toc221281155]業務委託遂行
受託者は、業務委託を履行するために必要な人員配置、支援体制を整備し、業務委託の履行に万全を期さなければならない。また、本要求水準書に記載なき事項であっても、業務委託遂行上必要と思われる事については、責任を持って対処しなければならない。

[bookmark: _Ref221034682][bookmark: _Toc221281156]管理体制
(1) 管理体制
受託者は、契約時に委託業務管理体制表を提出し、委託者の確認を受けること。
(2) [bookmark: _Ref221034686]管理人員
委託業務を円滑に遂行するために必要な管理人員を配置することとし、総括責任者、主任技術者を選任すること。
(3) 管理時間　
受託者は、「第１章5．委託契約期間」に記載の契約期間中、前項にて配置する人員でもって、24時間、各施設の必要な運転管理・監視業務等を行うこと。なお、運転管理・監視業務を遂行するうえで、必要な施設（事務室、仮眠室、便所等）は委託者が各施設内において無償で貸与するものとする。
(4) 緊急時対応
0. 総括責任者は緊急時の連絡体制表を書面で委託者に提出する。
緊急時は、委託者に連絡するとともに運転が中断することがないように適切な応急処置をとり、遅滞なく報告書を提出する。
(5) 中継ポンプ場１回/週、他ポンプ場１回/2ヶ月の巡回管理とする。

[bookmark: _Toc221281157]緊急時の体制
(1) 受託者は、大雨、台風、地震並びに重大事故等の緊急事態発生備えて緊急時対応の現場保安体制表を作成し、委託者に提出しなければならない。
(2) 緊急事態が発生した場合には、速やかに対応するものとする。また、異常等の状況を委託者に報告するとともに、運転操作方法について両者協議し、対応を決定するものとする。なお、震度４を超える地震が発生した場合には、施設の緊急点検を実施し、被災の有無に関わらず、速やかに委託者に報告しなければならない。
(3) 対象施設に交通事故等により破損、故障等が生じた場合には、委託者の指示に従い、速やかに修理、交換を行うものとする。ただし、加害者の責に帰す修理、交換費用は委託者が加害者に請求するものとする。
(4) その他、停電、異常な水位の変化、水質悪化等重要な事態が生じたときは、迅速かつ適切な措置を取り被害を最小限にとどめ、復旧に努力するとともに委託者に連絡し、その指示を受けなければならない。
[bookmark: _Toc221281158]委託費用の主な内訳
(1) 施設運転維持管理委託費
0. 運転操作・監視業務費
保守点検業務費
水質試験業務費（２回／年の通日試験を含む）
事務業務費
(2) 修繕業務費
0. 処理場	　年額 2,000 万円（計画修繕 1,000 万円、突発的修繕 1,000 万円）
0. ポンプ場	年額  500 万円（計画修繕   300 万円、突発的修繕   200 万円）
(3) 薬品費
0. 次亜塩素酸ソーダ
0. 凝集剤
0. 消臭剤
(4) 公的に資格を得た分析機関が実施する分析・測定
公的に資格を得た分析機関が実施する分析・測定は別表●に示すとおりとする。
(5) 消耗品費
0. 分析試薬・器具
0. 機器・装置消耗品（記録紙、インク、ベルト等）
0. 消防設備消耗品（誘導灯予備電池等）
0. 軽微な補修材料、オイル、グリス、塗料等
(6) 自家発電機用重油料
(7) 維持管理委託費
0. 建物清掃
0. 緑地管理
0. 活性炭交換

[bookmark: _Toc221281159]提出図書
(1) 着手届
(2) 作業計画書
(3) 総括責任者届
(4) 従業員名簿
(5) 従業員管理体制表
(6) 現場保安体制表
(7) 有資格者一覧表
(8) 事務所等使用願
(9) その他監督員が必要と認める書類

[bookmark: _Toc221281160]担当職員の選任及び職務
(1) 委託者は、担当職員を選任し、受託者に通知することとする。
(2) 担当職員は、受託者が業務を円滑に履行するために、指揮・指導を行うものとする。

[bookmark: _Toc221281161]総括責任者選任及び職務
(1) 受託者は、第３種下水道技術検定有資格者、または下水道管理技術認定試験合格者、下水道法施行令第１５条の３の該当者若しくはこれらと同等の能力を有する者のなかから、各業務を一元的管理する総括責任者を選任し、委託者に通知することとする。
(2) 総括責任者は、本要求水準書に定める委託業務に専任すること。
(3) 総括責任者の職務は次のとおりとする。
0. 現場の最高責任者として従業員及び現場作業の指揮、監督を行う。
0. 契約書、要求水準書、委託業務の目的、内容を十分理解し、委託業務を遂行する。
0. 委託者から提供された設計図書、図面等施設資料から施設の機能を十分に掌握し、効果的、経済的運転を行う。
0. 従業員の研修を行い、技能の向上、事故の防止に努める。
0. 常に施設の状況を的確に把握し、管理上必要な報告を監督員に行う。
0. 緊急時には、直ちに連絡、対処できる状態にしておくこと。

[bookmark: _Toc221281162]有資格者の配置
受託者は、委託業務を履行するにあたり、次の資格を有する者を含む管理体制とする。
(1) 第１種電気工事士または第３種電気主任技術者
(2) 酸素欠乏危険作業主任者
(3) 玉掛作業主任者
(4) 危険物取扱者
(5) その他業務履行上必要とする法令で定められた資格者等

[bookmark: _Toc221281163]諸法規の遵守
受託者は、委託業務に適用される法令及び監督官庁からの指示、命令等を遵守し、委託業務を履行しなければならない。

[bookmark: _Toc221281164]業務委託料の見直し
以下に記す状況が生じた際には、年度ごとに、委託者、受託者双方から委託料の見直しを申し入れることが出来ることとし、両者協議のうえ定めるものとする。
(1) 第２章1．2)に記す放流実績量に対して管理実績値が上下１０％以上の変動があった場合。
(2) 労務費、ユーティリティ項目の単価が急激に変動した場合。

[bookmark: _Toc221281165]業務の引継ぎ
(1) 事業期間満了に伴う業務引継 
(1) 事業期間満了に伴い契約が終了するときは、受託者は、委託者の指示に基づいて、事業期間の終了日までに委託者または委託者の指定する者に業務引継を行うものとし、その期間は、令和●年●月● 日から令和●年●月●日の間を原則とする。 
(2) 業務引継に係る費用は、引継ぎを行う費用は乙が負担し、引継ぎを受ける費用は甲または甲の指定する者が負担するものとする。  
(2) 契約解除に伴う業務引継ぎ 
契約解除に伴い契約が終了するときは、当該契約解除事由を踏まえ、業務引継の時期及び費用負担その他必要事項については、甲及び乙が、協議の上で定めるものとする。
[bookmark: _Toc221281166]疑義及び協議
業務遂行にあたり疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議しなければならない。

[bookmark: _Toc221281167]雑則
本要求水準書に明記されていない事項については、両者協議のうえ定めるものとする。

[bookmark: _Ref219815660][bookmark: _Toc221281168]公共下水道処理施設（処理場・ポンプ場）運転・維持管理業務
1. [bookmark: _Ref215769033][bookmark: _Toc221281169]処理場施設概要
1) 現有処理能力（処理方式）
0. 9,000㎥／日（標準活性汚泥＋分流式）
2) [bookmark: _Ref215769022]流入実績量（令和６年）
0. 7,982㎥／日（流入量）
[bookmark: _Toc221281170]中継ポンプ場施設概要
1) 内宿中継ポンプ場　　現有処理能力　0.60㎥／分／台　３台
2) 高掛中継ポンプ場　　現有処理能力　0.70㎥／分／台　３台
3) 上小目中継ポンプ場　現有処理能力　7.00㎥／分／台　３台

[bookmark: _Toc221281171]放流水質の要求水準
放流水の要求水準はＢＯＤ１５、ＳＳ３０とする。受託者は、当該要求水準を下回るよう水処理を行い、放流水が当該要求水準を満足するよう運転管理に努めるものとする。

[bookmark: _Toc221281172]業務内容
受託者は、流入した生活排水を安全且つ効率的に処理するために、業務を行うものとする。また、運転・維持管理上問題が生じた場合は、その都度、委託者に報告し、協議を行うものとする。
(1) 運転管理業務
0. 各施設の機器の機能を十分に理解し、必要な運転管理を適正に行うこと。
0. 各設備、機器の流量、圧力、電流値並びに音、温度等を監視、計測、記録し、適正且つ効率的に運転を行うこと。
0. 各種機器の音、温度、臭気、振動の稼働状況を点検するものとする。
0. 警報が発生した場合には、迅速且つ適正に対応、処置すること。

(2) 分析・測定業務
0. 受託者は、適正な処理機能の維持と処理効率の向上等に必要な処理工程各所及び放流水質について、水質測定、分析試験を日常的に実施し、記録するものとする。
0. 受託者は、分析作業において薬品、器具を取り扱う際は、細心の注意を持って事故等の防止に努め、適切な保管及び管理等を徹底すること。
0. 受託者は、日常分析に必要な薬品、器具等消耗品を購入し、在庫管理を行うこととする。

(3) 保守・点検業務
受託者は、設備・機器が操作・運転中、不測の故障を生じない様、慎重且つ確実に点検を行い、機能を十分に発揮させるとともに、各機器の延命を図る管理を行うこと。以下、日常、定期保守点検要領を記す。
0. 日常点検は、機器保全を主目的とし、目視及び五感による観察或いは計測器により異常を発見した場合は、その都度委託者に報告し、処置実施後はその経過結果を報告しなければならない。
0. 受託者は、施設の設備・機器点検を実施し、その点検結果を委託者に報告しなければならない。必要に応じて写真等を添付して報告すること。
0. 受託者は各機器の取扱説明書、運転状況により、点検整備、給油、給脂を行うこと。この業務に必要なオイル、グリス等消耗品は、受託者の負担により購入するものとする。
0. 保守・点検業務で使用する工具等は、委託者が無償で貸与するが、これら工具が破損、故障した場合、或いは別途工具が必要になった場合、購入、修理費用は受託者が負担すること。

(4) 緊急修繕業務
機能維持を目的とした機器の緊急修繕は、下記要領により実施するものとする。
0. 受託者は、原則的に見積額が200万円を超えない範囲で、修繕伺いを作成し、委託者の確認を受けること。
0. 本業務完了後、受託者は実施報告書類として、報告書、写真、その他必要書類を添付し、委託者に提出すること。
0. 本業務の保証期間は１年間とし、その期間中に本業務により生じた施工及び材質等の欠陥による破損、故障等は、受託者の責任と負担により補修、取替を行うこととする。

(5) 施設管理業務
施設周辺、場内の整理整頓に留意するとともに、清掃を適時に実施し、美観の保有に努めること。
0. 日常清掃は受託者にて実施すること。
0. 警備保障会社との対応を行える体制を整えること。


(6) 除草作業業務
(1) 施設内の除草・樹木の剪定等及び草・枝等の集積を年３回行うこととする。
(2) 打ち合わせ協議は、業務着手前及び、協議が必要と思われる場合に行うものとする。
(3) 毎回の作業内容がわかるように撮影位置図及び、同じ場所から施工前・施工中・施工後の写真を提出すること。また、作業報告書・設計数量及び実施数量の比較ができるものを作成すること。
(4) 本要求水準書の記載のない業務上必要なものや、現場にて異常を発見した場合には、直ちに市と協議すること。また、常に施設内がきれいな状態を保つこと。

[bookmark: _Toc221281173]ユーティリティの負担
受託者は、施設の運転管理にかかる以下の項目を負担するものとする。
(1) 受託者が負担する費用項目詳細は、次のとおりとする。
0. 薬品費
a) 次亜塩素酸ソーダ：48,000kg／年
b) 高分子凝集剤：3,600㎏／年
c) 消臭剤：8,000㎏／年
0. 燃料費
a) Ａ重油：2,000ℓ／年
b) ガソリン：100ℓ／年
0. 建物清掃委託料
0. 緑地管理委託料
0. 活性炭交換委託料
(2) 前項に記した受託者が負担する項目において、受託者は使用量を積算することとし、実績における費用の精算は行わない。
(3) 事務に関わる費用において、受託者が使用する事務用品、器具、通信にかかる費用は受託者の負担とする。
(4) 契約期間内において、労務費、ユーティリティ等の単価が急激に変動した場合には、委託者、受託者双方からの要求により、契約金額変更の協議が行えるものとし、その決定により契約金額を変更出来るものとする。

[bookmark: _Toc221281174]消耗品の購入負担
受託者は、施設の管理、運営に要する消耗品、消耗部品の購入費用を負担するものとする。受託者が負担する消耗品、消耗部品、材料の内容は次のとおりとする。
0. 分析試薬、器具等分析業務に必要な消耗品類
オイル、グリス、ウエス等の保守に必要な消耗品類
Ｖベルト等の軽微作業により交換する機器消耗部品類
チャート紙、記録紙、インク等の消耗品類
洗剤他衛生用品類
事務消耗品、什器類
[bookmark: _Hlk221003858]水質試験装置、特殊工具（チェーンブロック）等の備品が経年劣化により修理、交換が必要になった際の費用については受託者の負担とする。

[bookmark: _Toc221281175]設備管理台帳
受託者は、各設備を管理するうえで必要な下記台帳の更新業務を行うものとする。
(1) 機械設備台帳
各設備の仕様、メーカー名、型式、機器の名称
(2) 工事管理台帳
工事履歴を記録し、管理できるもの

[bookmark: _Ref219815675][bookmark: _Toc221281176]報告書
受託者は、以下に示す要領で日報、月報、年報、異常報告書、修繕実施協議書等を作成し、委託者に提出のこと。
(1) [bookmark: _Ref219815680]日報
提出日	：翌日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始の場合はまとめて翌開庁日）の
17時までに提出のこと。ただし、担当職員の了承を得ればこの限りでない。
記入項目：①作業内容
②連絡事項
③水処理
④水質分析
⑤電気日報
⑥上水道・ガス・電気・次亜塩素酸ソーダ使用量
⑦脱水日報
(2) 月報
提出日	：翌月の１０日までに提出のこと
記入項目：①小絹水処理センター概況
a) 流入水量・放流水量・降雨量
b) 電気使用量
②放流水質状況
③機器設備の異常・故障状況
④中継ポンプ場状況
⑤当月の主な作業内容
⑥所見
(3) 年報
提出日	：事業年度終了後１箇月以内に提出のこと。
記入項目：①ダイジェスト
②ユーティリティ使用量集計表
③水質分析年報
④主な作業報告書
⑤消耗品交換実績表
⑥修繕費合計
(4) [bookmark: _Ref219815690]異常報告書
提出日	：異常発生後、速やかに提出のこと。
記入項目：別紙様式●のとおり
(5) 修繕実施協議書（正副２部を提出、副本返却）
提出日	：実施予定日の３日前までに提出のこと。
(緊急の場合はこの限りではない)
記入項目：別紙様式２のとおり
(6) 各種報告書の管理
第２章8．(1)～(4)における各種報告書は、受託者も、3年間保管しなければならない。

[bookmark: _Toc221281177]従業員の管理
(1) 教育訓練等
受託者は、従業員に対して研修を行い、設備の運転、整備等の教育訓練に努め、技術の向上に努めなければならない。
(2) 法令の遵守
従業員の勤務については、労働基準法及び関係法令を遵守し、勤務させなければならない。
(3) 労務管理
受託者は、従業員の労務管理において一切の責任を負うものとする。また、本業務の公的使命が重大であることを念頭に置き、労務管理を行わなければならない。
(4) 保険衛生管理
受託者は、従業員の保険衛生面の管理を十分に行わなければならない。

[bookmark: _Toc221281178]安全衛生
受託者は、「労働安全衛生法」、「同施行令」、「同規則」その他災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全管理に必要な措置を講じ、労働災害発生の防止に努めること。
(1) 業務履行にあたり感電、薬品類、有毒ガス、酸欠空気、可燃性ガスなどに対し、必要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法の選択及び作業員の配置割り当てを行い危険防止に努めること。
(2) 別途工事等と作業場所が交錯する場合には、常に相互強調して安全管理に支障がないよう処置すること。
(3) 受託者は、業務履行に当たり安全管理上の障害が発生した場合には、直ちに必要な処置を講じ、且つ速やかに委託者に連絡し、作業員の安全教育並びに現場の整備に努めなければならない。

[bookmark: _Toc221281179]事務室等の貸与
(1) 委託業務を遂行するうえで、必要な施設（事務室、仮眠室、作業員控室、脱衣室、便所）は委託者が小絹水処理センター内において無償で貸与するものとする。
(2) 受託者が運転・維持管理するために必要な完成図書、工具、水質試験器具、その他備品類は、委託者が無償で貸与するものとする。これら工具、水質試験器具、備品類に受託者の責により破損、故障等が生じた場合には、受託者の負担にて修理、交換を行うこととする。
(3) 業務処理に必要な事務消耗品、什器等については、受託者の負担とする。

[bookmark: _Toc221281180]その他
(1) 火災等の防止
受託者は、施設の火災を未然に防止するために、個所ごとに火元責任者を選任し火気の扱い、後始末を徹底し、火災防止に努めなければならない。
(2) 経費の節減
施設の運転にあたっては、効率よく運転管理を行うとともに、委託者との打合わせを密にし、無駄な経費がかからないようにすること。
(3) 受託者の創意工夫
受託者は、業務の履行にあたり、常に創意工夫を心掛け、施設の効率化を目指さなければならない。なお、施設の改変に及ぶ場合には、委託者と協議したうえで実施しなければならない。
(4) 従業員の服装等
受託者は、運転・維持管理業務を行ううえで、安全で、清潔な統一した服装を着用のこと。
(5) 整理整頓
受託者は、作業現場周辺の整理整頓に心掛け、業務の遂行を行うこと。


[bookmark: _Toc221281181]農業集落排水処理施設維持管理業務
1. [bookmark: _Toc221281182]適用範囲
農業集落排水処理施設維持管理業務は、浄化槽法、労働安全衛生法及びこれに基づく命令・条例、並びにこの要求水準書に基づいて行われなければならない。

[bookmark: _Toc221281183]業務概要
受託者は、農業集落排水処理施設を有効に維持するため、農業集落排水処理施設の機械電気設備等の管理、回分槽等の処理機能管理及びコンポスト設備、水質管理及び汚泥管理等の技術的な業務を行わなければならない。（また、農業集落排水処理施設に至る真空下水システム及び排水管路マンホール中継ポンプ（以下、集水管路という）においても、機械電気設備等の管理及び真空弁ユニット、マンホール内の点検・清掃等の管理業務を行わなければならない。）

[bookmark: _Toc221281184]一般事項
(1) 本業務の実施にあたっては、委託者と緊密な連絡を取りながら行わなければならない。
(2) 本業務に従事する技術管理者は、十分な経験を有した者で、浄化槽法及び厚生労働省令で定める資格を有した者でなければならない。下記の資格者を配置すること。
0. 処理施設運転管理：浄化槽技術管理者
0. 汚泥乾燥設備運転管理：乾燥設備作業主任者

[bookmark: _Toc221281185]保守点検基本条件
(1) 維持管理のための定期巡回は、1回／週とする。（また、集水管路においては、１回／月とする。）ただし、管理上必要な場合は、これにとらわれないものとする。
(2) 受託者は、別途様式により管理日報を作成し、委託者に報告するとともに、自らも、3年間保管しなければならない。
(3) 受託者は、故障または異常を認めたときは、適切な応急処置を施すとともに、委託者に報告し、指示を受けなければならない。
(4) 放流水質は、水質汚濁防止法及び茨城県公害防止条例等に基づく排水基準により、下記の項目について確実に保持しなければならない。
0. ＢＯＤ：10mg／L以下
0. ＳＳ：15mg／L以下
0. Ｔ－Ｎ：15mg／L以下
0. ＰＨ：5.8　～　8.6
0. 大腸菌群数：3,000個／㎤以下

[bookmark: _Toc221281186]点検項目
農業集落排水処理施設の正常な機能を維持し、良好な水質を得るため、次のような維持管理を行うものとする。
以下に示す日常点検は委託者が行い、保守点検を受託者が行うものとする。
(1) 日常点検
0. 安全確認（臭気の発生，マンホール蓋の密閉の確認等）
0. 処理施設の異常有無の確認（異常騒音，動力制御盤のメーター異常，警報ランプの点灯等）
0. スクリーンし渣等の除去
0. 処理施設敷地内の清掃
0. 処理施設内の軽作業及び施設異常の早期発見を主として行なう。
(2) 保守点検
0. 処理施設全体の保守点検及びこれに伴う修理
0. 保守点検結果（流入条件の把握を含む）に基づく運転調整
0. 汚泥移送の実施及び汚泥引抜き（清掃）時期の予測
0. 消毒薬剤の残量の確認と補充
0. 専門技術者としての作業を行う。
なお、具体的な維持管理項目，作業内容については、別紙「●●●」に示す。

[bookmark: _Toc221281187]非常時の体制
受託者は、豪雨・台風などの自然災害時や機器類の故障等による緊急事態時に備えて、勤務時間外の呼び出しなどの非常時に対応できる体制を構築しなければならない。停電、異常な水位の変化、水質悪化等重要な事態が生じたときは、迅速かつ適切な措置を取り被害を最小限にとどめ、復旧に努力するとともに委託者に連絡し、その指示を受けなければならない。

[bookmark: _Toc221281188]修理・消耗品の交換
(1) 故障または異常に伴う修理は速やかに対応するとともに、これに要した費用は委託者・受託者両者協議のうえ決定するものとする。
(2) 緊急修繕業務
維持管理を目的とした機器の緊急修繕は、下記要領により実施するものとする。
（ア）	受託者は、原則的に見積額が200万円を超えない範囲で、修繕伺いを作成し、委託者の確認を受けること。
（イ）	本業務完了後、受託者は実施報告書類として、報告書、写真、その他必要書類を添付し、委託者に提出すること。
（ウ）	本業務の保証期間は１年間とし、その期間中に本業務により生じた施工及び材質等の欠陥による破損、故障等は、受託者の責任と負担により補修、取替を行うこととする。
(3) 消耗品の交換は、原則として定期巡回時に行わなければならない。

[bookmark: _Toc221281189]水質管理
水質状況により、施設の稼働状態、負荷状態等を的確に把握し、処理機能が十分に発揮されるよう定期的な水質検査を行わなければならない。
(1) １１条検査
0. 検査頻度：１回／年
0. 検査対象：農業集落排水処理施設及び放流水
0. 検査項目：施設の状況、透視度等
(2) 自主検査
0. 検査頻度：1回／月
0. 検査対象：放流水
0. 検査項目：ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ、ＰＨ、大腸菌群数

[bookmark: _Toc221281190]除草作業
(1)	施設内の除草・樹木の剪定等及び草・枝等の集積を年５回行うこととする。
(2)	打ち合わせ協議は、業務着手前及び、協議が必要と思われる場合に行うものとする。
(3)	毎回の作業内容がわかるように撮影位置図及び、同じ場所から施工前・施工中・施工後の写真を提出すること。また、作業報告書・設計数量及び実施数量の比較ができるものを作成すること。
(4)	本要求水準書の記載のない業務上必要なものや、現場にて異常を発見した場合には、直ちに市と協議すること。また、常に施設内がきれいな状態を保つこと。

[bookmark: _Toc221281191]内容変更
(1) 本要求水準書内容等に変更が生じた場合は、委託者・受託者両者協議するものとする。
(2) 長期継続契約であるため、歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合、委託者は、本契約の解除または解約ができるものとし、それにより受託者に損害が生じても委託者はその損害賠償の責めを負わないものとする。

[bookmark: _Toc221281192]業務量
本業務の業務量については、別紙●●によるものとする。

[bookmark: _Toc221281193]その他
施設周辺、場内の整理整頓に留意するとともに、清掃を適時に実施し、美観の保有に努めること。


[bookmark: _Toc221281194]コミニティ・プラント維持管理業務
1. [bookmark: _Toc221281195]適用範囲
コミニティ・プラント維持管理業務は、浄化槽法、労働安全衛生法及びこれに基づく命令・条例、並びにこの要求水準書に基づいて行われなければならない。

[bookmark: _Toc221281196]業務概要
受託者は、コミニティ・プラントを有効に維持するため、コミニティ・プラントの機械電気設備等の管理、回分槽等の処理機能管理、水質管理及び汚泥管理等の技術的な業務を行わなければならない。また、コミニティ・プラントに至る排水管路マンホール中継ポンプ（以下、中継ポンプという）においても、機械電気設備等の管理及びマンホール内の点検・清掃等の管理業務を行わなければならない。

[bookmark: _Toc221281197]一般事項
(1) 本業務の実施にあたっては、委託者と緊密な連絡を取りながら行わなければならない。
(2) 本業務に従事する技術管理者は、十分な経験を有した者で、浄化槽法及び厚生労働省令で定める資格を有した者でなければならない。

[bookmark: _Toc221281198]保守点検基本条件
(1) 維持管理のための定期巡回は、1回／週とする。（また、中継ポンプにおいては、１回／月とする。吐出口マンホールにおいても適宜点検を実施する。）ただし、管理上必要な場合は、これにとらわれないものとする。
(2) 受託者は、別途様式により管理日報を作成し、委託者に報告するとともに、自らも、3年間保管しなければならない。
(3) 受託者は、故障または異常を認めたときは、適切な応急処置を施すとともに、委託者に報告し、指示を受けなければならない。
(4) 放流水質は、水質汚濁防止法及び茨城県公害防止条例等に基づく排水基準により、下記の項目について確実に保持しなければならない。
0. ＢＯＤ：10mg／L以下
0. ＳＳ：15mg／L以下
0. Ｔ－Ｎ：15mg／L以下
Ｔ－Ｐ：2mg／L以下
ＰＨ：5.8　～　8.6
大腸菌群数：3,000個／㎤以下

[bookmark: _Toc221281199]点検項目
コミニティ・プラントの正常な機能を維持し、良好な水質を得るため、次のような維持管理を行うものとする。
(1) 日常点検
0. 安全確認（臭気の発生，マンホール蓋の密閉の確認等）
0. 処理施設の異常有無の確認（異常騒音，動力制御盤のメーター異常，警報ランプの点灯等）
0. スクリーンし渣等の除去
0. 処理施設敷地内の清掃
0. 処理施設内の軽作業及び施設異常の早期発見を主として行なう。
(2) 保守点検
0. 処理施設全体の保守点検及びこれに伴う修理
0. 保守点検結果（流入条件の把握を含む）に基づく運転調整
0. 汚泥移送の実施及び汚泥引抜き（清掃）時期の予測
0. 消毒薬剤の残量の確認と補充
0. 専門技術者としての作業を行う。
なお、具体的な維持管理項目，作業内容については、別紙「作業表」に示す。

[bookmark: _Toc221281200]修理・消耗品の交換
(1) 故障または異常に伴う修理は速やかに対応するとともに、これに要した費用は委託者・受託者両者協議のうえ決定するものとする。
(2) 緊急修繕業務
維持管理を目的とした機器の緊急修繕は、下記要領により実施するものとする。
(1) 受託者は、原則的に見積額が200万円を超えない範囲で、修繕伺いを作成し、委託者の確認を受けること。
(2) 本業務完了後、受託者は実施報告書類として、報告書、写真、その他必要書類を添付し、委託者に提出すること。
(3) 本業務の保証期間は１年間とし、その期間中に本業務により生じた施工及び材質等の欠陥による破損、故障等は、受託者の責任と負担により補修、取替を行うこととする。
(3) 消耗品の交換は、原則として定期巡回時に行わなければならない。

[bookmark: _Toc221281201]水質管理
水質状況により、施設の稼働状態、負荷状態等を的確に把握し、処理機能が十分に発揮されるよう定期的な水質検査を行わなければならない。
(1) 自主検査
0. 検査頻度：放流水　１回／月　・　流入水4回／年（4.7.10.1／月）
0. 検査対象：放流水・流入水
0. 検査項目：放流水　ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ、ＰＨ、大腸菌群数
流入水　ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ

[bookmark: _Toc221281202]除草作業
(1) 施設内の除草・樹木の剪定等及び草・枝等の集積を年４回行うこととする。
(2) 打ち合わせ協議は、業務着手前及び、協議が必要と思われる場合に行うものとする。
(3) 毎回の作業内容がわかるように撮影位置図及び、同じ場所から施工前・施工中・施工後の写真を提出すること。また、作業報告書・設計数量及び実施数量の比較ができるものを作成すること。
(4) 本要求水準書の記載のない業務上必要なものや、現場にて異常を発見した場合には、直ちに市と協議すること。また、常に施設内がきれいな状態を保つこと。
[bookmark: _Toc221281203]内容変更
(1) 本要求水準書内容等に変更が生じた場合は、委託者・受託者両者協議するものとする。
(2) 長期継続契約であるため、歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合、委託者は、本契約の解除または解約ができるものとし、それにより受託者に損害が生じても委託者はその損害賠償の責めを負わないものとする。

[bookmark: _Toc221281204]業務量
本業務の業務量については、別紙「●●」によるものとする。

[bookmark: _Toc221281205]その他
施設周辺、場内の整理整頓に留意するとともに、清掃を適時に実施し、美観の保有に努めること。

[bookmark: _Ref221007988][bookmark: _Ref221008354][bookmark: _Ref221008487][bookmark: _Ref221008574][bookmark: _Ref221008691][bookmark: _Ref221008701][bookmark: _Ref221008872][bookmark: _Ref221008904][bookmark: _Toc221281206]コンサルタント業務
1. [bookmark: _Toc203660648][bookmark: _Toc221281207]基本事項
コンサルタント業務の要求水準は、コンサルタント業務を実施する上で受託者が満たすべき最低限の要件であり、委託者と受託者の合意によりその効力を得るものである。また、具体的内容・手法等は受託者の提案によるものとする。

[bookmark: _Toc203660649][bookmark: _Ref221008360][bookmark: _Toc221281208]業務の基本的水準
(1) 一般事項
0. 受託者は、自らのノウハウを最大限活用して、コンサルタント業務を行い、委託者の要求事項を満足すること。
受託者は、業務の実施に当り関連する法令等を遵守しなければならない。
受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。
受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
受託者は、業務を行うに当っては公益の安全、環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。
(1) 業務実施体制及び配置技術者
業務の実施に当たっては、下水道事業の事業環境や本件施設の特質等を十分理解し、確実に業務を遂行できるよう十分な業務実施体制でこれに臨むものとする。
受託者は、管理技術者、照査技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置すること。また、業務の進捗を図るため、十分な数の技術者を配置するものとする。
受託者は、管理技術者、照査技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置すること。また、業務の進捗を図るため、十分な数の技術者を配置するものとする。
管理技術者は、総合技術監理部門（下水道）、または上下水道部門（下水道）の技術士の資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的管理を行うものとする。
照査技術者は、業務の全般にわたり遺漏なき照査を行う者であり、総合技術監理部門（下水道）、または上下水道部門（下水道）の技術士の資格を有する技術者であること。また、管理技術者と照査技術者は兼務できないものとする。
委託者が承認した管理技術者といえども、業務の施行中に委託者が不適当と判断した場合は、交代を求めることができるものとする。この場合、受託者は直ちに必要な措置をとらなければならない。
受託者は、業務の実施にあたって担当技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に提出するものとする。
(3) [bookmark: _Ref221008399]照査
1. 受託者は、業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な整理を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに審査を実施し、業務に誤りがないよう努めなければならない。
受託者は、遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験（技術士として３年以上）を有する照査技術者を配置するものとする。
受託者は、業務全般にわたり、以下に示す事項について照査を実施するものとする。
1. 基本方針・基本条件の確認内容の照査
1. 資料収集・調査方法の適切性についての照査
1. 計画策定の方針及び手法の適切性についての照査
1. 計画策定内容の妥当性についての照査
1. 提出図書（成果物）の正確性、整合性についての照査
(4) 積算基準
1. 下水道事業に係るコンサルタント業務の積算基準は、「下水道用設計標準歩掛表」に準拠して積算を行うものとする。
(5) 提出書類等
1. 受託者は、業務の着手及び完了に当って、以下の書類を提出するものとする。
各業務に共通する提出書類
	書類
	提出期限
	提出する書類の単位

	着手届
	業務着手前
	業務ごと

	工程表
	業務着手前
	業務ごと

	管理技術者等届
	業務着手前
	業務ごと

	職務分担表
	業務着手前
	業務ごと

	業務計画書
	業務着手後 速やかに
	業務ごと

	成果品の概要版
	業務完了時
	業務ごと

	完了届
	業務完了後 速やかに
	業務ごと

	納品書
	業務完了後で成果品検査合格後
	業務ごと

	業務委託料請求書等
	業務完了後で成果品検査合格後
	業務ごと



上記表のうち、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、委託者と協議するものとする。なお、既に承認された事項を変更しようとするときは、その都度委託者の承認を受けるものとする。
(6) 成果物の引き渡しと検査
受託者は、当該業務ごとに定める成果物を委託者に引き渡すものとする。
(7) 打合せ、関係官公庁等との協議
1. 業務の実施に当って、受託者は委託者と密接な連絡を取り、連絡事項をつど記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。
業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて、受託者と委託者は打合せを行うものとし、管理技術者は必ず出席するものとする。
受託者は関係官公庁等との協議を必要とするときまたは協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく委託者に報告するものとする。
打合せ、協議には議事録をとり、内容を明確にして提出するものとする。
業務上で疑義が生じた場合は、委託者と協議の上、これらの解決に努めるものとする。
(8) 必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請によるものとする。
(9) 参考図書、貸与資料および参考文献等の明記
1. 下水道事業に係るコンサルタント業務は、本要求水準書別紙●【別表●】、【別表●】に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。
受託者は、業務に必要な資料等を委託者から借用する場合は、委託者が別途定める借用書を提出するものとする。
業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。
業務の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して委託者に提出するものとする。

[bookmark: _Toc203660650][bookmark: _Toc221281209]事業期間を通じて委託者が受託者に委託する業務
事業期間を通じて委託者が受託者に委託する業務は、以下のとおりとする。また、委託する業務の補足事項については、別途示すものとするが、この補足事項は委託者が受託者に業務を委託するあたり、業務の範囲や条件等について事前に明らかにしておく必要がある事項について記載するものであり、委託する業務の詳細を示すものではないことに留意すること。
よって、要求水準及び補足事項について記載なき事項であっても、委託者が受託者に委託する業務の範囲において、受託者が業務履行上で必要な事項については、受託者がこれを定め委託者に提案するものとする。
1. コンサルタント業務と実施予定時期
コンサルタント業務と実施予定時期は次のとおりとするが、実施時期については、受託者の提案を受け、委託者と受託者の協議により設定するものとする。
下水道事業に関するコンサルタント業務は、以下に示す業務とする。


下水道事業に関するコンサルタント業務
	業務名
	実施予定時期

	①
	上下水道耐震化計画（第２回）策定業務
	令和●年度

	②
	ストックマネジメント実施方針見直し業務
	令和12年度

	③
	ストックマネジメント計画（第３回）策定業務
	令和12年度

	④
	改築実施設計業務（第１回分）
	令和13年度～令和14年度

	⑤
	改築工事施工監理業務（第１回分）
	令和15年度～令和17年度

	⑥
	上下水道耐震化計画（第３回）策定業務
	令和●年度

	⑦
	ストックマネジメント計画（第４回）策定業務
	令和17年度

	⑧
	改築実施設計業務（第２回分）
	令和18年度～令和19年度

	⑨
	改築工事施工監理業務（第２回分）
	令和20年度～令和22年度



[bookmark: _Toc203660663][bookmark: _Ref221008508][bookmark: _Ref221008515][bookmark: _Ref221008610][bookmark: _Toc221281210]上下水道耐震化計画（第２回）策定業務
1. 業務概要
業務の目的
本業務は、つくばみらい市公共下水道事業において、つくばみらい市上下水道耐震化計画を踏まえて、地震時に下水道が最低限有すべき機能を確保するための施設の耐震化および被災した場合の減災対策を併せて進めるための新たな上下水道耐震化計画を策定し、下水道の地震に対する安全度を高め、安心した都市活動が継続されるようにすることを目的とする。
業務対象

(2) 業務内容
[bookmark: _Hlk221004016]上下水道耐震化計画は、「社会資本整備総合交付金交付要綱（令和 7.3.31 国官会第25830号）」、「社会資本整備総合交付金交付要綱（下水道事業）の運用について（令和 6.9.24 国官参水第64 号、国水水第201 号、国水下第26 号）」における上下水道一体の地震対策事業として、重要な上下水道施設の耐震化を図る「防災」と被災を想定して被害の最少化を図る「減災」を組合せた総合的な地震対策を推進するための計画を策定するものとする。
なお、計画の策定にあたっては、つくばみらい市上下水道耐震化計画の進捗状況を勘案し、既計画の見直しを踏まえて策定するものとする。
3. 基礎調査
下水道施設の地震対策に関する基本方針の設定
対象施設の条件整理および選定
管路施設の地震時被害予測の検討
処理場･ポンプ場の被害予測
下水道地震対策計画の策定（防災計画）
下水道地震対策計画の策定（減災計画）
事業実施効果の検討
上下水道耐震化計画

(3) 提出図書
提出図書（成果物）の提出部数は、以下に示すとおりとする。
提出図書（成果物）
	図書名
	形状寸法・提出部数

	➀
	報告書（概要版）
	Ａ4 判、●部

	➁
	報告書
	Ａ4 判、●部

	➂
	上下水道耐震化計画書
	Ａ4 判、●部

	➃
	上下水道耐震化計画図
	Ａ１判またはＡ０判、●部

	➄
	打合せ議事録
	Ａ４判、●部

	➅
	その他関連資料
	原稿一式

	➆
	上記図書の電子成果品
	CD-R または DVD-R、●枚



(4) 照査事項
3. 受託者は第５章2．(3)の照査に加えて、業務全般にわたり、以下に示す事項について、照査を実施しなければならない。
(5) 補足事項
3. その他特記事項
1. 令和7年1月に申請した「上下水道耐震化計画（第１回）」を踏まえ、過年度に実施した耐震診断および耐震補強詳細設計を反映した上下水道耐震化計画（第２回）を策定するものとする。
上下水道耐震化計画（第２回）は、令和13～17年度の５ヶ年事業として計画申請を行うものとし、令和●年●月●日までに申請を実施するものとする。
令和●年●月●日までにストックマネジメント計画（第３回）の申請を予定していることから、本計画内容と施設・設備の重複が無いよう十分な整合を図り、効率的な事業実施計画となるよう留意するものとする。

[bookmark: _Toc203660665][bookmark: _Ref221008790][bookmark: _Toc221281211]ストックマネジメント実施方針見直し業務
1. 業務概要
業務の目的
本業務は、つくばみらい市公共下水道事業の対象施設ついて、委託者が令和●年度に策定したストックマネジメント実施方針の進捗状況を踏まえ、リスク評価を勘案し、明確かつ具体的な施設管理目標及び長期的な改築シナリオを設定し、点検・調査計画及び修繕・改築計画を作成することを目的とする。
業務対象
(5) 業務内容
ストックマネジメント実施方針は、長期的視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進捗状況を考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行った上で、施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化することを目的として策定する。
施設情報の収集・整理
リスクの評価
施設管理の目標設定
長期的な改築事業シナリオの設定
点検・調査計画の策定
(6) 提出図書
提出図書（成果物）の提出部数は、以下に示すとおりとする。
提出図書（成果物）
	図書名
	形状寸法・提出部数

	①
	報告書（概要版）
	Ａ4 判、●部

	②
	報告書
	Ａ4 判、●部

	③
	点検・調査計画図
	Ａ１判またはＡ０判、●部

	④
	打合せ議事録
	Ａ４判、●部

	⑤
	その他関連資料
	原稿一式

	⑥
	上記図書の電子成果品
	CD-R または DVD-R、●枚



1. 照査事項
受託者は、第５章2．(3)の照査に加えて、業務全般にわたり、以下に示す事項について照査を実施しなければならない。
1. 情報収集の内容及び課題の把握・整理内容に関する照査
1. 検討方法及びその内容に関する照査
1. 計画の妥当性（方針、設定条件等）の照査
1. 上位計画、地震対策計画等との相互間における整合性に関する照査
1. 補足事項
その他特記事項
1. シナリオ検討では、緊急度Ⅰを低減することに留意し、最適シナリオを選定すること。

[bookmark: _Toc203660666][bookmark: _Ref221008659][bookmark: _Ref221008663][bookmark: _Ref221008667][bookmark: _Ref221008722][bookmark: _Ref221008727][bookmark: _Ref221008814][bookmark: _Toc221281212]ストックマネジメント計画（第３回）策定業務
1. 業務概要
業務の目的
本業務は、つくばみらい市公共下水道事業の対象施設ついて、ストックマネジメント実施方針に基づく点検・調査を実施して修繕・改築計画を作成し、ストックマネジメント実施計画（第３回）の申請を行うことを目的とする。
業務対象
1. 業務内容
ストックマネジメント実施計画（第３回）は、長期的視点で今後の老朽化の進捗状況を考慮し、リスク評価等による優先順位付けを行った上で、施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化することを目的として策定する。
点検・調査の実施
修繕・改築計画の策定
関係機関への説明資料作成
1. 提出図書
提出図書（成果物）の提出部数は、以下に示すとおりとする。
提出図書（成果物）
	図書名
	形状寸法・提出部数

	①
	報告書（概要版）
	Ａ4 判、●部

	②
	報告書
	Ａ4 判、●部

	③
	改築・修繕計画図
	Ａ１判またはＡ０判、●部

	④
	点検・調査実施報告書
	Ａ4 判、●部

	⑤
	打合せ議事録
	Ａ４判、●部

	⑥
	その他関連資料
	原稿一式

	➆
	上記図書の電子成果品
	CD-R または DVD-R、●枚



1. 照査事項
受託者は、第５章2．(3)の照査に加えて、業務全般にわたり以下に示す事項について、照査を実施しなければならない。
(13) 補足事項
その他特記事項
1. 「H●国補公下第●号業務委託（下水道施設ストックマネジメント実施方針策定（ポンプ場・終末処理場・MP場・管路施設））_平成●年●月」、「R●国補公下第●号業務委託（下水道施設ストックマネジメント実施計画策定業務（ポンプ場・処理場））_令和●年●月」および、令和●年●月に申請した「下水道ストックマネジメント計画（第２回）」を踏まえ、過年度に実施した修繕・改築工事を反映した下水道ストックマネジメント計画（第３回）を策定するものとする。
1. 下水道ストックマネジメント計画（第３回）は、令和●～●年度の５ヶ年事業として計画申請を行うものとし、令和●年●月●日までに申請を実施するものとする。
1. 令和●年●月●日までに上下水道耐震化計画（第２回）の申請を予定していることから、本計画内容と施設・設備の重複が無いよう十分な整合を図り、効率的な事業実施計画となるよう留意するものとする。

[bookmark: _Toc203660668][bookmark: _Ref221008880][bookmark: _Ref221009112][bookmark: _Toc221281213]改築実施設計業務（第１回分）
1. 業務概要
業務の目的
本業務は、つくばみらい市公共下水道事業のストックマネジメント計画（第３回）に定める対象施設ついて、工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行うことを目的とする。
業務対象
1. 業務内容
改築実施設計（詳細設計）業務は、次の事項の確認並びに詳細設計図書の作成を行い、改築実施設計（詳細設計）図書としてまとめるものとする。
改築実施設計（詳細設計）業務で確認する事項
改築実施設計（詳細設計）業務で行う計算書等の作成に関する作業
詳細設計図の作成に関する作業
工事設計書の作成に関する作業
1. 提出図書
提出図書（成果物）の提出部数は、以下に示すとおりとする。
提出図書（成果物）
	図書名
	形状寸法・提出部数

	➀
	報告書（概要版）
	Ａ4 判、●部

	➁
	報告書
	Ａ4 判、●部

	➂
	実施設計（詳細設計）図
	Ａ３判折たたみ製本、●部

	➃
	計算書（数量計算書を除く）
	Ａ４判またはＡ３判、●部

	➄
	数量計算書
	Ａ4 判、●部

	➅
	特記仕様書
	Ａ4 判、●部

	➆
	工事設計書
	Ａ4 判、●部

	➇
	打合せ議事録
	Ａ４判、●部

	➈
	その他関連資料
	原稿一式

	➉
	上記図書の電子成果品
	CD-R または DVD-R、●枚

	➂～➆は、各工種（建築附帯、機械、電気）別に取りまとめること。



1. 照査事項
受託者は、第５章2．(3)の照査に加えて、設計全般にわたり正常時・異常時における処理機能の確保、施設の耐久性及び環境条件に対する適応性、柔軟性を基本として以下に示す事項について照査を実施しなければならない。
1. 設計計画の妥当性（設計方針、設計条件等）の照査
1. 	各種計算書の適切性に関する照査
1. 	各種設計図の適切性に関する照査
1. 	各種計算書と設計図の整合性に関する照査
1. 補足事項
その他特記事項
1. 	設計対象施設のダウンサイジングを含めた最適な施設規模となるよう検討を行い、委託者と協議を実施した上で施設規模を決定するものとする。
1. 	本業務は、中央監視と連携した動作確認、上下水道耐震化計画との整合、各設備の連携等について、手戻りの無い計画・設計に留意するものとする。
1. 	受託者は、委託者の改築工事発注スケジュールを踏まえ、円滑に工事発注が執行できるよう、対象施設の改築実施設計を完了させ、工事発注に必要な図書を提出するものとする。
1. 	改築実施設計業務（第１回分）は、令和●～●年度に実施する改築事業を対象としているため、各年次計画に合わせて逐次設計を完了するものとする。

[bookmark: _Toc203660669][bookmark: _Ref221008929][bookmark: _Ref221009195][bookmark: _Toc221281214]改築工事施工監理業務（第１回分）
1. 業務概要
業務の目的
本業務は、つくばみらい市公共下水道事業の下水道ストックマネジメント計画（第３回）に定めた改築（更新、長寿命化）対象施設の内、建築附帯設備（機械、電気）、機械設備および電気設備の改築工事（更新工事、長寿命化工事）の施工監理を行い、改築工事の適切な進捗と品質を確保することを目的とする。
業務対象
1. 業務内容
基本事項
1. 一般業務
1. 受託者は、対象工事の請負契約の適正な履行（技術面に限る）を確保するため、改築工事施工監理業務（第１回分）を統括管理する管理技術者を定めるほか、対象工事毎に管理技術員を定め、業務を厳正に実施するものとする。
管理技術員は、委託者の監督職員が工事受注者に指示する技術上の事項について、必要に応じ適正な助言を実施するものとする。
受託者は、各対象工事の主任管理技術員及び管理技術員について、委託者が別に定める様式により、委託者に提出するものとする。
主任管理技術員は、各対象工事の管理技術員の中から定めるものとする。
各対象工事の主任管理技術員は、各対象工事の施工監理業務を総括監理するものとする。
管理技術員は、委託者が別に定める様式により、業務記録誌（月報）を委託者の監督職員へ提出するものとする。
	設計図書の理解
	業務実施工程表
	図書等の貸与及び管理
　整理書類
改築工事の施工監理
その他
次の業務については、下記に定める対応を基本とするが、委託者の求めに応じて別途協議の上、助言等の協力を行うものとする。
1. 工事の安全管理に係わる業務【対象外】
設計変更に係わる業務【対象（精算を除く）】
特殊な調査及び試験等の業務【対象外】
対外折衝に係わる業務【対象外】
工事工程遅延の場合の工程回復検討業務【対象】
1. 提出図書
提出図書（成果物）の提出部数は、以下に示すとおりとする。
提出図書（成果物）
	図書名
	形状寸法・提出部数

	➀
	業務着手届
	Ａ4 判、●部、工事契約後 ● 日以内

	➁
	主任管理技術員届
	Ａ4 判、●部、工事契約後 ● 日以内

	➂
	管理技術員届
	Ａ4 判、●部、工事契約後 ● 日以内

	➃
	職務分担届
	Ａ4 判、●部、工事契約後 ● 日以内

	➄
	業務記録誌
	Ａ4 判、●部、その都度

	➅
	重点施工監理業務報告書（外業）
	Ａ4 判、●部、その都度

	➆
	業務完了届
	原Ａ4 判、●部、工事完了後

	➇
	打合せ議事録
	Ａ4 判、●部

	➈
	上記図書の電子成果品
	CD-R または DVD-R、●枚

	※➀～➆は、各工事別に取りまとめること。



1. 補足事項
その他特記事項
1. 	受託者は、本業務の対象施設・設備に係る委託者が発注した改築工事ごとに実施体制を構築し、工事請負業者が決定後、速やかに施工監理業務を開始しなければならない。

[bookmark: _Toc203660671][bookmark: _Toc221281215]上下水道耐震化計画（第３回）策定業務
本上下水道耐震化計画（第３回）策定業務は、「第５章4．上下水道耐震化計画（第２回）策定業務」に記載の「第２回」を「第３回」に読み替えて、同業務の（２）～（４）及び下記（１）と（５）について実施するものとする。
1. 業務概要
業務の目的
本業務は、第５章4．で策定する上下水道耐震化計画（第２回）を踏まえて、令和13～17年度に実施した耐震対策事業の実績を反映した上下水道耐震化計画（第３回）を策定するものである。
業務対象
1. 補足事項
その他特記事項
1. 上下水道耐震化計画（第３回）の申請は令和18年１月末日までに実施し、令和18年３月●日までに承認を得るものとする。
過年度の耐震診断結果や耐震補強詳細設計内容、地震対策工事内容等を把握・整理し、本計画へ反映するものとする。
令和●年●月●日までにストックマネジメント計画（第４回）の申請を予定していることから、本計画内容と施設・設備の重複が無いよう十分な整合を図り、効率的な事業実施計画となるよう留意するものとする。

[bookmark: _Toc203660672][bookmark: _Toc221281216]ストックマネジメント計画（第４回）策定業務
本ストックマネジメント計画（第４回）策定業務は、「第５章6．ストックマネジメント計画（第３回）策定業務」に記載の「第３回」を「第４回」に読み替えて、同業務の（２）～（４）及び下記（１）と（５）について実施するものとする。
1. 業務概要
業務の目的
本業務は、第５章5．で見直したストックマネジメント実施方針、第５章の6．で策定するストックマネジメント計画（第３回）を踏まえて、令和13～17年度に実施したストックマネジメント事業の実績を反映したストックマネジメント計画（第４回）を策定するものである。
業務対象
(26) 補足事項
その他特記事項
1. 下水道ストックマネジメント計画（第４回）の申請は令和●年●月●日までに実施し、令和●年●月●日までに承認を得るものとする。
1. 過年度に実施した日常・定期点検結果や改築実施設計内容、修繕・改築工事内容等を把握・整理し、本計画へ反映するものとする。
1. 令和●年●月●日までに上下水道耐震化計画（第３回）の申請を予定していることから、本計画内容と施設・設備の重複が無いよう十分な整合を図り、効率的な事業実施計画となるよう留意するものとする。
1. 下水道ストックマネジメント計画（第３回）で予定していた施設・設備の対策（更新／長寿命化）が何らかの理由で実施されなかった場合、当該施設・設備を本業務の対象施設・設備として再検討（実施できなかった原因を明確にし、対策検討等）するものとする。

[bookmark: _Toc203660673][bookmark: _Toc221281217]改築実施設計業務（第２回分）
本改築実施設計業務（第２回分）は、「第５章7．改築実施設計業務（第１回分）」に記載の「第１回分」を「第２回分」に読み替えて、同設計業務の（２）～（３）及び下記（１）と（５）について実施するものとする。
1. 業務概要
業務の目的
本業務は、つくばみらい市公共下水道事業のストックマネジメント計画（第４回）に定める対象施設ついて、工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行うことを目的とする。
業務対象
1. 補足事項
その他特記事項
1. 	設計対象施設のダウンサイジングを含めた最適な施設規模となるよう検討を行い、委託者と協議を実施した上で施設規模を決定するものとする。
1. 本業務は、中央監視と連携した動作確認、上下水道耐震化計画との整合、各設備の連携等について、手戻りの無い計画・設計に留意するものとする。
1. 受託者は、委託者の改築工事発注スケジュールを踏まえ、円滑に工事発注が執行できるよう、対象施設の改築実施設計を完了させ、工事発注に必要な図書を提出するものとする。
1. 改築実施設計業務（第４回分）は、令和18～22年度に実施する改築事業を対象としているため、各年次計画に合わせて逐次設計を完了するものとする。

[bookmark: _Toc203660674][bookmark: _Toc221281218]改築工事施工監理業務（第２回分）
本改築工事施工監理業務（第２回分）は、「第５章8．改築工事施工監理業務（第１回分）」に記載の「第１回分」を「第２回分」に読み替えて、同施工監理業務の（２）～（４）及び下記と（５）について実施するものとする。
1. 業務概要
業務の目的
本業務は、つくばみらい市公共下水道事業の下水道ストックマネジメント計画（第４回）に定めた改築（更新、長寿命化）対象施設の内、建築附帯設備（機械、電気）、機械設備および電気設備の改築工事（更新工事、長寿命化工事）の施工監理を行い、改築工事の適切な進捗と品質を確保することを目的とする。
業務対象
2

